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平成 27 年６月 19 日 
各 位 
                                         

会 社 名  NSユナイテッド内航海運株式会社 

                   代表者名  代表取締役社長  濱田 実 

                         （ＪＡＳＤＡＱ・コード９１８０） 
                   問合せ先  総務部長  立石 尚登 
                         （TEL：03－6895－6509） 
                                                        

                                            
支配株主等に関する事項について 

 
当社の親会社である NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のと

おりとなりますので、お知らせいたします。 
 

記 
 

１．親会社，支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 
                                                          （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されてい

る金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運㈱ 親会社 61.38 16.95 78.34 ・株式会社東京証券取引所 
市場第一部 

（注） 上記の議決権所有割合は、自己名義株式・単元未満株式を控除して計算し、小数点第３位 
以下を切り捨てて表示しております。 

 
２．親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由  

当社の親会社である NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社は、当社の株式を 6,613 千株（議決権比率

61.38%）保有している他に、同社の退職給付信託に係る信託財産 1,827 千株（議決権比率

16.95%）があります。当社は、NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社の企業グループの一員として、経

営情報の交換等を通じ緊密な協力関係を維持しております。 
 
３．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係  

当社の親会社である NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社は、当社の株式を 6,613 千株（議決権比率

61.38%）保有している他に、同社の退職給付信託に係る信託財産 1,827 千株（議決権比率

16.95%）があります。当社は、NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社の企業グループの一員として、経 
営情報の交換等を通じ緊密な協力関係を維持することによって海運事業の発展に貢献して

まいります。 
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（役員の兼務状況） 

役職 氏名 親会社等又はそのグルー

プ企業での役職 就任理由 

取締役 
（非常勤） 

(社外取締役) 
高木 一美 NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社 

取締役常務執行役員 

長年にわたる経歴を通じて培わ

れた豊富な知識・経験や高い見識

等を活かして当社の経営全般に

有用な提言をいただくため 
監査役 

（非常勤） 
(社外監査役) 

小山田充宏 NS ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ海運株式会社 

執行役員 

当社の監査体制に、経営分析・企

画に関する専門的な知識・経験を

活かしていただくため 
 （注）当社の取締役７名および監査役３名のうち、親会社との兼任役員は上記の２名です。 

当社の取締役７名、監査役３名のうち、親会社の役員・従業員の兼任は上記の社外取締

役及び社外監査役の２名であり、当社の事業活動や経営判断において独立性を制限する

事項はありませんので、当該関係において親会社等からの一定の独立性が確保されてい

ると考えております。 
 
４．支配株主等との取引に関する事項  
   支配株主等との重要な取引につきまして、該当事項はありません。 
 
５．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況  
   当社は、親会社であるＮＳユナイテッド海運株式会社およびＮＳユナイテッド海運グルー

プ各社との関係においては、業務の適正を確保するため、事業運営および取引では、自立性

を保つことを基本としております。親会社と当社は、外航海運業と内航海運業と活動領域を

異にしており、親会社から当社の事業活動に対する制約はなく、当社の独立性は確保されて

いると考えております。当社は、親会社との取引等を行う際は、他の一般的取引と同様に、

取締役会のほか、社内規則に定められた手続きを経て適正な条件で行うこととし、また、法

令および諸規則に従い適正な情報開示を行うなど、少数株主に不利益を与えないよう適切に

対応しております。 
 

以 上 
 

 


